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臨時株主総会招集及び剰余金配当に関する基準日設定公告 

 

当社は、平成 31 年 6 月に開催予定の臨時株主総会において剰余金の配当を目的事項とす

ることとしております。 

つきましては、平成 31 年 3 月 28 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に

記載された株主をもって、当該臨時株主総会において議決権を行使することができる株主並び

に同株主総会で決議予定の剰余金の配当を受ける権利者と定めましたので公告いたします。 

以上 


